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資-1 

1.空飛ぶクルマ関連 

1.1 空飛ぶクルマとは 

・空飛ぶクルマの正式な名称 

空飛ぶクルマの正式名称は「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」と言い、外国では eVTOL

（electric vertical takeoff and landing）「イーブイトール」と呼ばれています。 

 

・空飛ぶクルマの特徴 

「垂直離着陸」「電動化」が空飛ぶクルマの大きな特徴であり、将来的には「完全自律で

の自動操縦」も可能になると言われています。 

 

・空飛ぶクルマとヘリコプターの違い 

①空飛ぶクルマは垂直離着陸ができるため、斜めに着陸する必要があるヘリコプターと比

べて狭い場所での離着陸が可能です。 

②空飛ぶクルマは電動のため、ヘリコプターと比べて騒音が少なく、また二酸化炭素を発生

させません。 

③空飛ぶクルマは操縦の自動化が可能なため、パイロットが不要になれば運行コストを安

く抑えることができます。 

 

※参考資料：愛媛県今治市 市民が真ん中課ホームページ（令和７年７月調べ） 

空飛ぶクルマ | 市民が真ん中課 | 今治市 

  

https://www.city.imabari.ehime.jp/simingamannaka/eVTOL/


 

資-2 

1.2 空飛ぶクルマに関する制度整備の概要 

空飛ぶクルマに関する制度整備の概要では、垂直離着陸及び電動化の整理、従来制度及び

改正制度（概要）の機体の安全基準や空飛ぶクルマに関する特別要件の整理、機体の騒音基

準、空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート）の制度整備に関する基本的な考え方が整理

されています。 

バーティポートについては、バーティポートの制度整備に関する基本的考え方によると、

バーティポート整備基準の策定（令和８年度予定）までは、空飛ぶクルマの離着陸は法第 79

条の場外離着陸の許可により対応することとされています。 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 

 




